
宮古島市「教育の日」標語・川柳募集要項 

 

１ 趣  旨 

    「教育の日」制定に対する理解と関心を深め、家庭、学校及び地域社会の 

   連携の下に、市民全体の取り組みを推進し市民総ぐるみの活動へと発展させ 

   る気運を高めるために「教育の日」に関する標語・川柳の募集を行う。 

 

２ 主  催     

      宮古島市教育委員会 

 

３ テ ー マ 

   教育全般について（学校教育（学校の勉強）、家庭教育（学習）、社会 

  教育、人材育成、他） 

   

４ 募集期間 

    平成２５年１１月１日（金）～平成２５年１１月２９日（金） 

        （郵送の場合は、平成２５年１１月２９日（金）必着） 

 

５ 応募資格 

   （１）標語 宮古島市内の小学生と中学生 

   （２）川柳 宮古島市在住の一般成人（高校生含む） 

 

６ 募集及び応募方法 

    （１）標語の募集については、宮古島市教育委員会から宮古島市小・中学 

     校へ募集を依頼し、周知を図る。小・中学生の応募については、学 

     校ごとに応募作品の選定を行い、選定した作品３点を、別紙の応募 

     様式にて宮古島市教育委員会へ提出する。 

    （２）川柳の募集については、マスコミ等により周知を図り、直接教育委 

     員会で募集を行う。 

 

７ 表  彰 

    応募作品の中から、各部門（小学生、中学生、一般（高校生含む））ご 

  とに、最優秀作品１点、優秀作品２点を選出し、平成２６年２月１６日（日） 

  に開催される教育の日推進事業の一環として事前に表彰する。この場合、 

  作品の応募状況により該当入賞作品を選出しない場合もあるものとする。 

  表彰は、賞状と副賞（図書券）を贈呈して行う。 

 

８ 審査と発表 

   審査は、宮古島市教育委員会内に審査会を設置し、別に定める基準によ 

  り審査する。審査結果は、マスコミ等で発表し、入賞者へは、学校を通し 

  又は直接通知する。 

 

 

 



９ 作品の活用 

      入賞作品は、懸垂幕や立て看板等として街頭や教育関係施設で啓示し、 

  「教育の日」の啓発・機運の盛り上げに活用する。 

 

10 その他 

   応募作品の著作権等、一切の権利は宮古島市教育委員会に属するものと 

  する。 

 

11 問い合わせ先 

      宮古島市教育委員会 教育部 教育総務課（担当 上地若しくは大城） 

       〒９０６－０１０３ 宮古島市城辺字福里６００－１ 

       ＴＥＬ ０９８０－７７－４９４２（直通） 

       ＦＡＸ ０９８０－７７－４９５７ 


